
　明日香村が発注する下記の物品について、明日香村物品調達等条件付き一般競争入札を執行します
ので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告します。
  本公告は、本業務に係る令和8年度予算の成立を前提に行う年度開始準備行為であり、当該予算が成立
しなかった場合は、本広告による契約は解除するものとします。

明日香村長　　森川　裕一

第１ 入札に付する物品
(1) 令和８年度　第３０１号
(2) 学習支援業務委託
(3) 明日香村中央公民館
(4) 別紙仕様書のとおり
(5) 契約締結日から令和9年3月31日まで
(6) 設定なし
(7) 適用なし
(8) 免除
(9) 前金払 なし

部分払 なし

第２ 入札参加資格要件
(1) 　地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項に規定するものでないこと。
(2)

(3)

(4)

第３ 仕様書等に関する質疑回答
(1) 　仕様書等に関して質疑があるときは、質疑応答書（明日香村のホームページからダウンロー

ドしてください。）により下記の日時及び方法で提出してください。
日　時 （金）午前９時から午後５時まで
方　法　　ファックス（ﾌｧｯｸｽ番号 0744-54-5551）により提出してください。
その他　　指定する日時及び方法によらない質疑には回答いたしません。

(2) (1)の質疑については、次のとおり回答します。
日　時 （金）
場　所 　明日香村のホームページに掲載

第４ 入札書等の郵送方法
　入札参加希望者は、入札書（明日香村のホームページからダウンロードしてください。）を一
般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、明日香郵便局へ局留扱いで、開札日の前日
（ （月）　）までに到達するように郵送しなければならない。この場合におい
て、郵送に要する費用は入札参加希望者の負担とします。

第５ 開札日時、場所及び傍聴方法
(1) 開札は、下記の日時及び場所で行います。

日　時
場　所

(2) 開札の傍聴を希望される方は、明日香村競争入札傍聴要領に基づき、開札日の前日午後５時ま
でに総務財政課に申込みをしてください。傍聴は先着順とし、定員（５人）になり次第締め切りま
す。また、入札をした者が傍聴の申込みをした場合は、開札立会人を依頼することがあります。

最 低 制 限 価 格

入　　札　　公　　表　　書

令和8年1月26日

番 号
件 名

概 要
期 間

納 入 場 所

低入札価格調査

明日香村役場　２階　災害対策室

令和8年2月17日 午前11時10分（火）

令和8年2月16日

　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手
続決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全でないこと。

令和8年1月30日

令和8年1月30日(金)契約書の写しを郵便で、明日香村教育推進課へ

令和8年2月6日

  明日香村建設工事等請負契約に係る入札参加資格停止措置要綱に基づき入札参加停止措置の期間中
の者でないこと。

入 札 保 証 金
支 払 条 件

　官公庁等が発注する上記業務を過去5年間に行った実績を複数有すること。なお、実績を証明する
までに郵送しなければならな

い。この場合において、郵送に要する費用は入札参加希望者の負担とします。



第６ 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1) 　入札参加資格のない者が行った入札
(2) 　同一事項の入札について2通以上の入札書等を提出した者の行った入札
(3) 　指定された入札方法によらない入札
(4) 　期限までに到達していない入札
(5) 　入札に関し不正な行為をした者が行った入札
(6) 　明日香村郵便入札心得第８条に該当する入札
(7) 　その他入札に関する条件に違反した入札

第７ 入札結果の公表
　入札の結果については、役場の入札掲示板への掲示及び明日香村のホームページへの掲載で公表し
ます。

第８ その他
(1) 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をも

って落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税を減算した金額を入札書に記載す
るものとします。

(2) 　入札回数は1回とします。
(3) 　書類は、原則としてA4判とします。
(4) 　この公告に定めのない事項については、明日香村契約規則、明日香村物品調達等条件付き一

般競争入札実施要領、明日香村郵便入札心得及び関係法令等によるものとします。


